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第１部 地域再生とまちづくり                  

～地域の価値を高める仕組みとしてのエリアマネジメント～ 
 

第１章 エリアマネジメントの概要 

エリアマネジメントの背景・定義及び活動内容 

全国各地で、幅広い多様な主体により、地域の価値を高める様々な活動が行われてい

ます。そうしたまちづくり活動としての「エリアマネジメント」について解説します。 

 

（１）エリアマネジメントの背景・定義 

我が国の都市が成熟期を迎える中、今後は、これまでの「つくる」まちづくりから、「育てる」ま

ちづくりに転換していく必要があります。「つくる」まちづくりの段階では、開発をコントロール

する公的規制（ハード・ロー）が中心となりますが、「育てる」まちづくりでは、エリア内の関係者

が課題認識を共有し、合意の下につくる自主的規制、地域ルールなどの民間発意のソフト・ローが

必要となります。 

こうした背景から、まちづくりは、従来は行政が主体となった都市計画や公共施設整備が中心に

展開されてきましたが、近年、市民・企業・ＮＰＯなどが担い手となって、地域の価値の向上に取

り組む「エリアマネジメント」が活発になってきています。 

「エリアマネジメント」とは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、

住民・事業主・地権者等による主体的な取組と定義されます※。 

快適で魅力的な環境の創出や美しい街並みの形成による資産価値の保全・増進等に加えて、ブラ

ンド力の形成や安全・安心な地域づくり、良好なコミュニティ形成、地域の伝統・文化の継承等、

ソフトな領域のものも含みます。 

 

※出典：国土交通省土地・水資源局「エリアマネジメント推進マニュアル」（2008） 

 

（２）エリアマネジメントの活動内容 

エリアマネジメントの活動内容は、エリアの特性に応じて様々であり、多様なエリアマネジメン

ト活動が地域や団体に応じて行われていることが確認できます。主な類型と事例について、以下の

とおり掲載しています。 
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➊ まちの賑わいづくり 

（イベント・アクティビティ） 

  

季節等に応じたイベントの開催等によ

り、多くの人を呼び込み、まちの賑わい

を創出するための取組です。企業、学校、

地域団体等、様々な組織の連携が進めら

れています。 

 

 

 

 

 

 

▲季節ごとのテーマに合わせたイベン

トの企画・運営（東京都千代田区）（写

真提供：(一社)日比谷エリアマネジメ

ント） 

 

 

 

 

 

▲公共空間を利用したイベント『ヨコ

ハマニシグチＯＰＥＮＰＡＲＫ』（神奈

川県横浜市）（写真提供：(一社)横浜西

口エリアマネジメント） 

➋ 防災・防犯、環境維持   

➋－１ まちの清掃・防犯   

まちの快適性を高めることを目的とし

て、ゴミ拾い等の清掃活動や花の植栽運

動のほか、防犯講習会を実施するなど就

業者等が共同してエリアの清掃・防犯に

取り組んでいます。 

 

 

➋－２ まちの防災 

企業やテナント間の連携を強化するこ

とや帰宅困難者を受け入れるための備蓄

倉庫を整備するなどにより、地域の防災

能力向上を目指しています。合同避難訓

練の実施や、行政との連携によって様々

な活動が行われています。 

 

 

 

 

 

 

▲東京都中央区の「まちかどクリーン

デー」に合わせた清掃活動（東京都中

央区）（写真提供：(一社)東銀座エリア

マネジメント） 

 

 

 

 

 

▲みなとみらいの玄関口「桜木町駅前

広場」における季節に合わせた花植え

（神奈川県横浜市）（写真提供：(一社)

横浜みなとみらい２１） 

 

 ▲安全・安心のまちづくりに向けた防

犯・防災活動（東京都千代田区）（写真

提供：秋葉原タウンマネジメント(株)） 

▲災害時情報共有ＷＥＢシステム運用

訓練（大阪府大阪市）（写真提供：(一

社)御堂筋まちづくりネットワーク） 

➌ 地域ルールづくり・ 

コミュニティづくり 

  

➌－１ 地域ルールによる 

良好な景観の形成等 

  

まちづくりの方針やガイドライン等に

基づいて、統一感のある景観を形成する

ための取組です。街並み、緑化空間、公

開空地等を適切に維持・管理することに

より、快適で質の高い景観づくりが行わ

れています。 

 

 

 

 

 

▲まちづくりのルールに基づく、街並み 

と調和した景観の形成（北海道札幌市） 

（写真提供：札幌大通まちづくり(株)） 
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➌－２ まちのコミュニティづくり   

多様な関係者による地域特性に応じた

魅力ある地域づくりを推進するため、関

係者の信頼を醸成しながら、「育てるこ

と」を視野に入れた、自主的な地域ルー

ルをつくる活動のほかに、関係者の交流

を促進するとともに、地域づくりの担い

手を育成する新たなコミュニティを生み

出す取組も進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

▲地域の歴史・文化と全国のまちづく

り事例を学ぶ「宇部まちづくりリーダ

ー塾」（山口県宇部市）（写真提供：(株)

にぎわい宇部） 

 

 

 

 

 

 

▲市民参加型の交流会「マチミチミー

ツ@おおみや」（埼玉県さいたま市）（写

真提供：(一社)アーバンデザインセン

ター大宮） 

➍ まちの情報発信   

まちに関する情報を広く発信し、知名

度向上が図られています。また、来街者・

就業者・地域住民等に対して効果的なま

ち案内ができるようなインフォメーショ

ンボードやウェブサイト等の運営に取り

組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

▲道路管理者と連携したデジタルサイ

ネージの活用（大阪府大阪市）（写真提

供：(一社)ミナミ御堂筋の会） 

 

 

 

 

 

 

▲地域の情報を発信するウェブマガジ

ン「ＴＲＩＸ ＭＡＧ」（茨城県水戸

市）（写真提供：(株)まちみとラボ） 

➎ 公共施設・公共空間の整備・管

理（エリアマネジメント広告・オ

ープンカフェ等） 

  

道路、広場等の公共施設や公共空間、

私有地において、屋外広告物を企業に販

売することや、オープンカフェやイベン

ト等利潤が上がる事業を実施し、得られ

た広告収入等をエリアマネジメントの財

源に充てる活動です。デザイン性の高い

フラッグを掲出すること等により、結果

的にまちの賑わいづくりにも役立ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

▲新虎通り 旅するスタンド（東京都

港区）（写真提供：森記念財団都市整備

研究所） 

 

 

 

 

 

▲社会実験を経てエリマネフラッグ広

告事業を実施（宮城県仙台市）（写真提

供：(一社)定禅寺通エリアマネジメン

ト） 

➏ 民間施設の公的利活用 

（空き家・空き地等） 

  

使われていない空き家・空き地を地域

の手で再利用し、まちの拠点として再生

するなどの活動が行われています。 

 

 

 

 

 

▲宿泊・飲食・コワーキングスペース

等が一体となった複合施設「ＲＩＣ

Ｏ」（和歌山県和歌山市）（写真提供：

(株)ワカヤマヤモリ舎） 

 

 

 

 

 

▲空きビルをリノベーションした複合

商業ビル「コンシェルジュフラノ」（北

海道富良野市）（写真提供：ふらのまち

づくり(株)） 
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（３）エリアマネジメントの要素 

エリアマネジメントの基本的な考え方、活動のポイントは以下のとおりです。 

 

➊ 地域の関係者が主体的に取り組む活動である 

・エリアマネジメントは、（１）で示したとおり、「地域における良好な環境や地域の価値を維持・

向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組」と位置付けられています。 

・つまり、地域にいる人々が責任を持って、その地域のことを考え、地域に必要な取組を実践して

いくという、考えることと実践することの両面を担うことが特徴です。単に協議するための組織

とは異なり、実践も伴うことが重要となります。 

 

➋ 「絆と信頼」がベースとなる 

・エリアマネジメント活動は、➊のように地域に関わる様々な主体が参画し、共に考え実践する活

動です。 

・その際、最も重要となるのが「絆と信頼」です。共に活動していくためには、お互いの信頼関係

を構築し、関係性を高めていくことが重要となります。特に、本制度を活用していくに当たって

は、まずは地域において「絆と信頼」を確立し、それに基づき様々な協議、検討、実践を進めて

いくことが重要となります。 

 

➌ 経済的価値のみならず様々な価値を創出する 

・（２）で示したとおり、エリアマネジメント活動は賑わいの創出などにより、経済的な価値を高

めていくことに寄与するものと考えられますが、それ以外にも地域における良好な環境の維持や、

まちのコミュニティづくり、地域活力の回復・増進、地域への愛着や満足度の高まりなど、様々

な地域価値の創出、向上に貢献します。 

・例えば、エリアマネジメント活動により、まちの中に様々な空間、サービスや交流が生まれます。

それらは快適性の向上や安心感の醸成、まちに対する満足度の向上など、様々な効果を生み出し、

まちの価値の向上を実現していきます。 
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地域再生とエリアマネジメントの促進 

本制度は、地域再生に向けて官民連携で取り組んでいくための制度です。制度創設に

つながった地域再生に関する課題認識やその解決策の一つとしてのエリアマネジメ

ントの必要性について解説します。 

 

（１）エリアマネジメントにおける財源確保の課題 

エリアマネジメント活動を行う団体の収入源としては、自主事業や不動産管理収入、指定管理等

の公共からの委託料、イベント収入などが挙げられます。 

しかし、半数以上のエリアマネジメント活動を行う団体が、継続的な活動や運営を図っていく上

で、財源不足を課題として認識しており、特に、エリアマネジメント活動に対する費用を負担しな

いにもかかわらず、活動による利益を得ている「フリーライダー」が大きな課題と考えられます。 

エリアマネジメント活動を促進する上では、こうした課題に対応し、エリアマネジメント団体の

活動の財源について、安定的な確保を図る必要があります。 

 

【団体・法人の主な収入】        【継続的な活動や運営を図っていく上での課題】 

Ｎ＝79（複数回答）              Ｎ＝90（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土交通省都市局「多様な地域における継続的なエリアマネジメント及び「居心地が良く歩きたくなる」

まちなかづくりの推進に関する調査・検討業務 報告書」（令和７年３月）p. 2-122、p. 2-175 

 

（２）本制度の創設 

こうした課題に対応するため、2018 年に地域再生法（平成 17 年法律第 24号。以下「法」といい

ます。）が改正され、官民が連携してエリアマネジメント活動を促進することにより地域再生を実

現する本制度が創設されました。 

法は、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用

機会の創出その他地域の活力の再生（地域再生）の取組を支援する法律です。 

具体的には、地方公共団体が地域再生計画を作成し、国（内閣総理大臣）の認定を受けることで、

地方公共団体は当該計画に基づく支援措置を受けることが可能となります。また、民間事業者を含

めた地域の関係者が地域再生計画の作成について提案できる制度や、地域の関係者が参画する地域

再生協議会制度を設けるなど、官民連携による取組を推進する仕組みも講じられています。 

2 
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人口減少やそれに伴う地域経済の縮小という課題に対応し、地域再生を実現していくためには、

企業の経済活動や人々の生活の基盤となる「まち」の活力を維持・向上していくことが求められ、

その際、行政だけでは限界があるため、いかに地域を構成する多様な関係者の力を引き出し、活躍

してもらうかが重要となります。 

この点、エリアマネジメント活動は、来訪者や滞在者の増加による賑わいの創出等を通じて、地

域における就業機会の創出や経済基盤の強化に寄与し、ひいては地域の価値の向上を実現するもの

であることから、法において、エリアマネジメント活動を促進するための本制度を位置付けること

としたものです。 
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（３）地域再生におけるエリアマネジメントの意義 

地域再生を実現する上でエリアマネジメントに取り組むことは、以下の観点から有益と考えられ

ます。 

 

➊ エリアの関係者が連携して取り組むことにより大きな効果を創出 

・エリア内のそれぞれの事業者は、その収益の増加を目的として、個々に事業活動（販促活動等）

を行っていますが、まちづくりで取り組むべきことは極めて幅広く、個々の事業者での取組や行

政のみでの取組では、人員や財源に限りがあり、十分な効果を得ることは期待できません。 

・エリア内の事業者を緩やかにつなぐ組織（エリアマネジメント団体）が取り組むことにより、そ

れぞれの持つ資源（人材、資金など）を活用し、個別の事業者では実施できなかった事業や活動

に関係者が連携して取り組んでいくことで、より大きな効果を生み出していくことが可能になる

と考えられます。 

 

➋ 官と民の連携のプラットフォームを構築 

・エリアマネジメント活動は民間が主体となる活動ですが、地域の価値を高めていくという目的は

行政も共有するものであり、活動の実施に当たっては、民間と行政がまちづくりの大きな方向性

を共有し、信頼感を構築しながら進めていくことが重要となります。 

・また、地域経済の活性化等を通じて地域再生を実現する上では、行政の取組だけではその目的を

達成することは難しく、民間の経済活動をいかに活性化させるかが重要となります。その際、行

政と民間事業者が同じ方向性を共有して取り組むエリアマネジメントは、両者をつなぐプラット

フォームとして大きな役割を果たすことになると考えられます。 

 

➌ 都市・地域圏全体をけん引するエリアでのエリアマネジメント活動を促進することによ

り、全体の価値の向上を実現 

・大都市の国際競争力の中心となる業務地区や、地方都市の経済を支える中心市街地・商店街は、

経済・商業活動の拠点として、都市・地域圏全体をけん引することが期待されるエリアです。 

・人口減少に伴う税収の減少、高齢化に伴う社会保障費の増大等により、行政の財源にも制約が生

じている中、都市・地域圏全体の活性化を実現するためには、こうした経済・商業活動の拠点と

なるエリアを重点的に支援し、その効果を都市・地域圏全体に波及させていくという視点が重要

となります。 

・その際、行政は自ら事業を実施するだけではなく、エリア内の民間の活力を有効に活用すること、

すなわち、エリアマネジメント活動を促進することが重要となります。また、行政がエリアマネ

ジメント活動を促進する手法は、民間が活動しやすい環境の整備など、必ずしも財政負担を伴う

ものに限られません。 

・このように、経済・商業活動の拠点となるエリアにおいて、行政がエリアマネジメント活動を促

進することは、財政制約の下で、エリアの価値の向上を通じて都市・地域圏全体の活性化を実現

するという、我が国の多くの都市・地域が抱える課題を解決する最善の手法です。 
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・本制度を活用するに当たり、エリアマネジメントの一般的な理解を深める上では、以下に示す内

閣官房・内閣府及び国土交通省が公表している資料や、エリアマネジメントに関する書籍などが

参考となります。 

 

【参考資料】 

・内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進事務局『日本版ＢＩＤを含む

エリアマネジメントの推進方策検討会（中間とりまとめ）』2016 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/areamanagement/h28-06-30-areamanagement-

chuukan.pdf 

・内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進事務局『地方創生まちづくり 

―エリアマネジメント― 』2017 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/areamanagement/areamanagement_panf.pdf 

・国土交通省土地・水資源局『エリアマネジメント推進マニュアル』2008 

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030425_.html 

・国土交通省土地・水資源局『エリアマネジメントのすすめ（全体）』2010 

https://www.mlit.go.jp/common/001206668.pdf 

・国土交通省土地・水資源局『エリアマネジメントのすすめ（共有地管理等）』2010 

https://www.mlit.go.jp/common/001206669.pdf 

・国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室『官民連携まちづくりの進め方 ～都市再生

特別措置法等に基づく制度の活用手引き～』2024（官民連携まちづくりポータルサイトに掲載） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html 

・国土交通省都市局まちづくり推進課『エリアマネジメントの評価ガイドライン』2024（官民連携

まちづくりポータルサイトに掲載） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html 

・小林重敬編著『エリアマネジメント 地区組織による計画と管理運営』学芸出版、2005 

・小林重敬編著『最新エリアマネジメント 街を運営する民間組織と財源』学芸出版、2015 

・小林重敬＋森記念財団編著『まちの価値を高めるエリアマネジメント』学芸出版、2018 

・小林重敬＋森記念財団編著『エリアマネジメント 効果と財源』学芸出版、2020 

・保井美樹・泉山塁威・公益社団法人日本都市計画学会・エリアマネジメント人材育成研究会編著

『エリアマネジメント・ケースメソッド 官民連携による地域経営の教科書』学芸出版、2021 

・後藤太一＋リージョンワークス著『経営戦略としての都市再生 チームによるエリアマネジメン

トの実践と手法』学芸出版、2025 
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第２章 海外における取組事例 

海外におけるＢＩＤ制度 

本制度の創設に当たっては、海外におけるＢＩＤ（Business Improvement District）

制度を参考としました。ここでは、本制度を理解する上で一助ともなる、海外のＢＩ

Ｄ制度について紹介します。 

 

（１）ＢＩＤ制度とは 

ＢＩＤは欧米諸国を中心に実施されている制度で、主に商業地域において地区内の事業者等が地

区の発展や、価値の向上に向けて必要な取組やその負担等について定め、事業者等から負担金や租

税等の形態で金銭を徴収し、その事業者等によって設立された組織（ＢＩＤ組織）に交付してその

取組を進める仕組みです。 

ＢＩＤ制度は、地区の発展や価値の向上に向けた取組の財源を確保することと、様々な取組を一

体的にマネジメントする組織を位置付けることを大きな目的としていますが、その際、「地権者や

事業者の負担による安定的な財源確保」と、「フリーライダー問題の解決」を仕組みとして内在し

ている点に特徴があります。 

つまり、地区内の事業者から負担金、租税等の形で公権力を背景に強制力をもって金銭を徴収す

る制度となっており、これにより、安定的かつ継続的な資金の確保を図るとともに、負担を拒む事

業者からも金銭を徴収することが可能となっています。 

具体的な運用においては、一定の事業者の同意を得ることや、負担金等を負担する事業者の事業

規模を定めること等により、地区内の関係者とのコミュニケーションや民主的な手続・プロセスを

重視した運用が行われています。 
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各国のＢＩＤ制度について 

 アメリカ 

（ニューヨーク市） 
イギリス 

ドイツ 

（ハンブルク州） 
日本（本制度） 

特徴 

・公衆衛生の悪化や犯罪

増加等の課題への対

処を契機として開始

さ れ た 経 緯 か ら 、

clean＆safe を第一の

目的として活動して

いるケースが多い（ニ

ューヨーク市では、清

掃は約９割、警備は約

６割の地域で実施） 

・事業者の負担によ

って実施される

ため、マーケティ

ングやプロモー

ションなど、商業

活性化に対する

投資の側面が比

較的強い 

・道路の歩行空間を拡

張した敷石の設置

等、街区管理という

側面が比較的強い 

・判例法理により、税や

分担金ではない、特

別賦課金という形式

を採用 

・地域の「稼ぐ力」を高

め、「自助の精神」に基

づく地域再生を実現す

るまちづくり活動とし

て位置付け 

同意 

水準 
過半数 

過半数 

（投票総数と負担

金額の両方） 

申請時：不動産所有者

の 33％以上かつ面積の

33％以上の賛成 

公告縦覧手続時：33％

以上の反対がない 

３分の２以上 

徴収

の 

対象 

不動産所有者 
事業者 

（テナント） 
不動産所有者 

エリアマネジメント活動

により利益を受ける事業

者 

（例：小売業者、サービス

業者、不動産賃貸業者等） 

徴収

の 

方法 

資産税に上乗せして市

が負担金を徴収 

事業所税に上乗せ

して市が負担金を

徴収 

市が賦課金を徴収 市町村が負担金を徴収 
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ＢＩＤ制度における合意形成 

海外のＢＩＤ制度では、合意形成をどのように進めているのかについて紹介します。 

 

 

 

（１）合意形成 

各国のＢＩＤ制度は、負担金等の徴収対象や同意を得る者の割合、徴収方法等に違いがあります

が、同意の取得や合意形成については、共通点が見受けられます。 

事業者等からの同意の取得に当たっては、ＢＩＤ組織が示す事業計画について投票を行うという

形式をとる場合がほとんどとなっています。 

投票を行う際に、ＢＩＤ組織はこれまでの実績や今後の活動内容について丁寧に説明し、賛成を

得るよう努めます。この際、地区内の様々な事業者を回り、要望を聞くなどしながら、信頼関係の

構築に努めています。 

ドイツのハンブルク市では、市にＢＩＤ担当官を置いて、ＢＩＤ組織や地権者と密接に連携し、

事業計画の作成や各事業者への説明会の開催、個別説明などを行政担当者とＢＩＤ組織が一緒に動

いていくことで信頼関係を構築し、合意形成を図っています。ＢＩＤ組織や地権者は信頼できるプ

ロのタスクマネージャー（コンサルタントなど）を雇用することが多く、そのノウハウが大きな役

割を果たしています。 

また、イギリスでは、制度の開始に際して、いくつかのエリアにおいてパイロット的に事業を実

施し、ＢＩＤの成果を確認し、適用エリアを広めるべく横展開しています。 

このように、ＢＩＤの立ち上げにおいては、行政と民間事業者の組織が緊密な連携を取り、個別

の説明や実験的な事業実施などの積み重ねを経て展開されているという例が多く見受けられます。 

 

・ハンブルク市のＢＩＤ説明ページ（独語） 

https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/behoerde-fuer-

stadtentwicklung-und-wohnen/themen/stadtentwicklung/konzepte-und-strategien/business-

improvement-districts/bid-projekte-hamburg-184378 
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